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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成18年６月28日に提出いたしました第34期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）の有価証券報告書に

おける記載事項のうち、一部について訂正を要する箇所がありましたので、これを訂正するために有価証券報告書の訂

正報告書を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況  

 １ 株式等の状況  

  (2）新株予約権等の状況  

② 平成16年６月28日定時株主総会決議  

  

３【訂正個所】 

訂正箇所は＿＿＿線で示しております。 

（訂正前） 

② 平成16年６月28日定時株主総会決議 

 （注記の記載は省略しております。） 

  

  
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 5,200 4,510 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 520,000 902,000 (注)２ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）  1,361 681 (注)２ 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年10月１日 

至 平成21年９月30日 
 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     1,361 

資本組入額     681 

   

発行価格     681 

資本組入額    341 

              (注)１，２ 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受け

た者は、権利行使時にお

いても、当社又は当社子

会社の取締役、執行役員

の地位にあることを要す

る。 

②新株予約権者が死亡した

場合は、相続人がこれを

行使できるものとする。

ただし、③に規定する

「新株予約権割当契約」

に定める条件による。 

③この他の条件は、本総会

及び新株予約権発行の取

締役会決議に基づき、当

社と新株予約権者との間

で締結する「新株予約権

割当契約」に定めるとこ

ろによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入そ

の他の処分は認めない。 
 同左  



（訂正後）  

② 平成16年６月28日定時株主総会決議  

 （注記の記載は省略しております。） 

  
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 5,050 4,510 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 505,000 902,000 (注)２ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）  1,361 681 (注)２ 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年10月１日 

至 平成21年９月30日 
 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     1,361 

資本組入額     681 

   

発行価格     681 

資本組入額    341 

              (注)１，２ 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当を受け

た者は、権利行使時にお

いても、当社又は当社子

会社の取締役、執行役員

の地位にあることを要す

る。 

②新株予約権者が死亡した

場合は、相続人がこれを

行使できるものとする。

ただし、③に規定する

「新株予約権割当契約」

に定める条件による。 

③この他の条件は、本総会

及び新株予約権発行の取

締役会決議に基づき、当

社と新株予約権者との間

で締結する「新株予約権

割当契約」に定めるとこ

ろによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入そ

の他の処分は認めない。 
 同左  
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